
※特定重大事件（バスジャックやテロ発生時）は運輸局へ直接連絡
※

mlit6377@au.com
勤務時間外のフロー

勤務時間内のフロー

mlit1156tok@au.com

mlit6452ka@au.com

mlit1639ehm@au.com

mlit2417ko@au.com

国土交通省
物流・自動車局
安全政策課

TEL ０８８－６４１－４８１１

TEL ０８８－６４１－４８１３

TEL ０８７－８８２－１３５７

四国運輸局 ０８７－８０２－６７８６TEL

検査・整備・保安担当 TEL

輸送・監査担当

高知運輸支局
大津庁舎

０９０－８２８１－０７６４
検査・整備・保安担当

自動車技術安全部
保安・環境調整官

高知運輸支局
時間外事故受信専用
電話及びメールアドレス

０９０－８２８０－７３４６

０３－５２５３－８５６６TEL

TEL輸送・監査担当

愛媛運輸支局
時間外事故受信専用
電話及びメールアドレス

０８８－８６６－７３１１

TEL

時間外事故受信専用
電話及びメールアドレス

０９０－８２８０－８８３９
検査・整備・保安担当

香川運輸支局
企画観光・輸送・監査担当

香川運輸支局
時間外事故受信専用
電話及びメールアドレス

０９０－８２８０－６４７１
検査・整備・保安担当 TEL ０８７－８８２－１３５５

０８８－８６６－７３１３

TEL ０８９－９５６－１５６３
愛媛運輸支局

重大事故・事件発生時の連絡体制

事故発生事業者 四国運輸局
時間外事故受信専用
電話及びメールアドレス

０９０－６２８５－６８３７

０８９－９５６－１５６１

※勤務時間外及び閉庁時は、電話若しくはメールにて【速報】

徳島運輸支局
応神庁舎

輸送・監査担当

徳島運輸支局

【２４時間以内に運輸支局長に報告】
①自動車が転覆、転落、火災を起こし、又は鉄道車両と衝突し若しくは接触をしたもの。（旅客運送事業者の自動車が引き起こした場合）

②２人以上の死者（旅客運送事業者の自動車が引き起こした場合は１人）、５人以上の重傷者、１０人以上の負傷者、旅客に１人以上の重傷者を生じたもの。

③自動車が転覆、転落、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し若しくは接触したことにより、積載された危険物、火薬類、毒物等の全部又は一部の飛散、漏洩を生じたもの。

④脳疾患、心疾患及び意識喪失に起因すると思われる事故

⑤酒気帯び運転による事故。（バスは事故を起こさなくても必要）

⑥自然災害に起因する可能性のある事故。

⑦その他社会的影響が大きいと認められる事故。（報道機関による報道があった時又は取材を受けた時等）【告示第１項】

令和8年4月1日現在

自動車事故報告規則及び緊急時対応マニュアルに基づく「速報」の取扱い


